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(57)【要約】
【課題】コストを上げること無く、保護管を長くしても
、振動による保護管の損傷を防止可能な液面レベルセン
サーを得ること。
【解決手段】それぞれに測温抵抗体５を封入した複数本
の保護管２と、保護管２の基端部が連結された、保護管
２を容器に取り付けるための取付部７と、保護管２が固
定された補強部材９を具備して、保護管２はそれぞれ、
取付部７に基端部が連結された保護管本体３と、保護管
本体３の先端部に連設された、保護管本体３よりも小径
にするとともに先端部分を球状に形成し、内部に測温抵
抗体５を配設した検出部４を具備し、補強部材９は無端
のベルト状とし、補強部材９の内壁と保護管２の外周部
分が当接する配置で、保護管２を補強部材９の内周側に
配設し、保護管２の外周部分を補強部材９の内壁に溶接
により固着した、ことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれに測温抵抗体（５）を封入した複数本の保護管（２）と、
　該複数本の保護管（２）の基端部が連結された、前記複数本の保護管（２）を容器に取
り付けるための取付部（７）と、
　前記複数本の保護管（２）が固定された補強部材（９）と、を具備して、
　前記複数本の保護管（２）はそれぞれ、
　前記取付部（７）に基端部が連結された保護管本体（３）と、
　該保護管本体（３）の先端部に連設された、前記保護管本体（３）よりも小径にすると
ともに先端部分を球状に形成し、内部に前記測温抵抗体（５）を配設した検出部（４）と
、を具備し、
　前記補強部材（９）は無端のベルト状とし、
　前記補強部材（９）の内壁と保護管（２）の外周部分が当接する配置で、前記保護管（
２）を前記補強部材（９）の内周側に配設し、保護管（２）の外周部分を前記補強部材（
９）の内壁に溶接により固着した、ことを特徴とする液面レベルセンサー。
【請求項２】
　前記補強部材（９）を角柱形状にするとともに、該補強部材（９）の四隅の内壁部分に
前記保護管（２）を配設したことを特徴とする請求項１に記載の液面レベルセンサー。
【請求項３】
　前記補強部材（９）の内周側の四隅部分を、前記保護管（２）の外周形状に沿った湾曲
形状にしたことを特徴とする請求項２に記載の液面レベルセンサー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液面レベルセンサーに係り、より詳しくは、液相と気相とで熱放散定数が異な
ることを利用した測温抵抗体を用いた液面レベルセンサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、薬液タンク等の容器内の、液体の液面レベルを検知する方法として、測温抵
抗体を用いた液面レベルセンサーが提供されている。
【０００３】
　即ち、液面レベルセンサーとしては、光を利用した液面センサ、静電容量タイプの液面
センサ等が知られているが、光を利用した液面センサでは、光の照射によって、原料化合
物を分解させる恐れが有って好ましいとは言えず、又、静電容量タイプの液面センサでは
、電流（電荷）によって原料化合物が分解する恐れが有って、好ましいとは言えないため
、このような問題点が無い液面レベルセンサーとして、測温抵抗体を用いた液面レベルセ
ンサーが提供されている。
【０００４】
　ここで、測温抵抗体を用いた前記液面レベルセンサーについて説明すると、測温抵抗体
を用いた液面レベルセンサーでは一般的に、それぞれに測温抵抗体を封入した複数本の保
護管を容器内に挿入して、一方の測温抵抗体には比較的大きな電流を流し、他方の測温抵
抗体には微小な電流を流す。
【０００５】
　そうすると、大きな電流を流した測温抵抗体は発熱するが、このとき、測温抵抗体が液
相中にある場合の熱放散定数は、気相中にある場合の熱放散定数よりも大きいために、気
相中にある場合の測温抵抗体の温度は、液相中にある場合と比べると高くなる。
【０００６】
　そしてこのことは、気相中の測温抵抗体は、液相中の測温抵抗値よりも抵抗値が高いこ
とを意味するため、大きな電流を流した測温抵抗体の電圧出力と、微小な電流を流した測
温抵抗体の電圧出力との差分を見ることで、測温抵抗体が液面の上方か下方かを判別する



(3) JP 2012-159341 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

ことが可能となる。即ち、差分が小さいときは測温抵抗体は液面よりも下方にあり、差分
が大きい場合には測温抵抗体は液面よりも上方にあると判断することができる。
【０００７】
　ところで、このような測温抵抗体を用いた液面レベルセンサーでは、容器が大型化する
と、それに伴って保護管が長くならざるを得なくなるが、このように容器が大きくなるこ
とにより保護管が長くなった場合は、容器に振動が加わった場合には、保護管に損傷が発
生する恐れが十分に考えられる。
【０００８】
　そのために、このような問題点を解決する方法として、従来は、補強板を備えて、この
補強板に複数の保護管を溶接して連結する方法が採用されており、この補強板の構成とし
ては、補強板に保護管と同数の円形凹部を形成して、この円形凹部の内径を保護管の外径
より大きくして、円形凹部の外縁に保護管を溶接する方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３９８５０７１号公報
【特許文献１】特許第３９８５０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、保護管の外径よりも大きい内径の円形凹部を保護管と同数形成した補強
板を備えて、円形凹部の外縁に保護管を溶接する前述の方法によると、補強板の加工が大
変でありそのためにコストも上がってしまうという問題点が指摘できる。
【００１１】
　そこで、本発明は、コストを上げること無く、保護管を長くしても、振動による保護管
の損傷を防止可能な液面レベルセンサーを得ることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の液面レベルセンサーは、
　それぞれに測温抵抗体を封入した複数本の保護管と、
　該複数本の保護管の基端部が連結された、前記複数本の保護管を容器に取り付けるため
の取付部と、
　前記複数本の保護管が固定された補強部材と、を具備して、
　前記複数本の保護管はそれぞれ、
　前記取付部に基端部が連結された保護管本体と、
　該保護管本体の先端部に連設された、前記保護管本体よりも小径にするとともに先端部
分を球状に形成し、内部に前記測温抵抗体を配設した検出部と、を具備し、
　前記補強部材は無端のベルト状とし、
　前記補強部材の内壁と保護管の外周部分が当接する配置で、前記保護管を前記補強部材
の内周側に配設し、保護管の外周部分を前記補強部材の内壁に溶接により固着した、こと
を特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の液面レベルセンサーでは、それぞれに測温抵抗体が封入された複数本の保護管
を補強部材によって連結補強する構成において、補強部材を無端状のベルト状に形成して
、この補強部材の内壁と保護管の外周部分が当接する配置で保護管を補強部材の内周側に
配設し、保護管の外周部分を補強部材の内壁に溶接により固着している。
【００１４】
　そのために、保護管の外径よりも大きい内径の円形凹部を保護管と同数だけ形成した補
強板を備えて、円形凹部の外縁に保護管を溶接する方法と異なり、補強部材の加工が容易
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であり、したがって、コストを抑えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の液面レベルセンサーの実施例の構成を示す側面図である。
【図２】本発明の液面レベルセンサーの実施例における保護管を説明するための一部断面
図である。
【図３】本発明の液面レベルセンサーの実施例における補強部材と保護管の関係を示す図
である。
【図４】本発明の液面レベルセンサーの実施例の使用方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の液面レベルセンサーでは、複数本の保護管を有しており、この複数本の保護管
の内部にはそれぞれ、白金等により構成される測温抵抗体が封入されている。
【００１７】
　また、複数本の保護管はそれぞれ、基端部において取付部に連結されており、取付部を
介して、前記複数本の保護管は、容器の蓋に取り付けられつつ容器内に挿入されることと
している。
【００１８】
　更に、前記複数本の保護管はそれぞれ、取付部に基端部が連結された保護管本体と、こ
の保護管本体の先端部に連設された検出部とを具備しており、補強部材に固定されている
。
【００１９】
　そして、検出部は、保護管本体よりも小径にするとともに先端部分を球状に形成し、内
部の先端部分に、測温抵抗体を配設している。
【００２０】
　また、保護管が固定されている補強部材は、無端のベルト状としており、この補強部材
の内壁と保護管の外周部分が当接する配置で、保護管を補強部材の内周側に配設している
とともに、保護管の外周部分を補強部材の内壁に溶接により固定している。
【００２１】
　ここで、補強部材を角柱形状にするとともに、補強部材の内周側の四隅部分に保護管を
配設して溶接により固定するとよく、これにより、保護管を補強部材の内周側に配設する
際の位置決め等を容易に行うことができる。
【００２２】
　また、このとき、補強部材の内周側の四隅部分を、保護管の外周形状に沿った湾曲形状
にするとよく、これにより、保護管の外周と補強部材の内周側四隅部分との間にスペース
ができてしまうことを防止することができる。
【実施例１】
【００２３】
　本発明の液面レベルセンサーの実施例について図面を参照して説明すると、図１は、本
実施例の液面レベルセンサーの構成を説明するための側面図であり、図において１が本実
施例の液面レベルセンサーである。
【００２４】
　そして、本実施例における液面レベルセンサー１は、薬液タンク内の薬液残量を検知す
るための液面レベルセンサーとしており、複数本の保護管を有し、この複数本の保護管の
それぞれの内部に測温抵抗体が装挿されている。
【００２５】
　即ち、図において２が保護管であり、本実施例において前記保護管２は、同じ長さの保
護管を２本ずつで一組として、これを二組用意して、合計で４本を備えている。そしてこ
れにより、容器内の２箇所において液面レベルを検知可能としており、具体的には、容器
内の薬液残量が僅かになった時点を検知するための短めの保護管一対本と、容器内の薬液
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が無くなった時点を検知するための長めの保護管一対本を備えており。
【００２６】
　ここで、前記保護管２について説明すると、本実施例において前記保護管２は、所定長
及び所定径とした保護管本体と、この保護管本体の先端部に連設された検出部とで構成さ
れており、検出部は、保護管本体よりも小径としている。
【００２７】
　即ち、図において３が保護管本体であり、本実施例においてこの保護管本体３は、全長
１１６ｍｍとした一方側の保護管本体３ａと、全長１０６ｍｍとした他方側の保護管本体
３ｂを有しており、これらの保護管３ａ、３ｂはいずれも、ステンレス製の中空のパイプ
状としており、外径を３．２ｍｍとしている。
【００２８】
　そして、これらの保護管本体３ａ、３ｂの先端部にはそれぞれ、検出部が連設されてい
る。即ち、図において４が検出部であり、本実施例においてこの検出部４はそれぞれ、外
径を２．３ｍｍとし、全長を５０ｍｍとしたステンレス製の中空のパイプ状であり、前記
保護管本体３ａ、３ｂとの連設部分の内部において保護管本体３ａ、３ｂと連通している
。
【００２９】
　なお、本実施例において、前記保護管本体３ａ、３ｂと検出部４は、段付溶接で連結し
ているが、必ずしも溶接により保護管本体３ａ、３ｂと検出部４を連設する必要はなく、
その他、例えば、保護管本体３ａ、３ｂの先端部分をスエージング処理して検出部４を形
成してもよい。
【００３０】
　ここで、図２は前記保護管２の一部分の断面を示した図であり、図において５は、測温
抵抗体である。即ち、本実施例の液面レベルセンサー１では、前記検出部４内に、リード
線６を接続した測温抵抗体５を装挿しており、これにより、検出部４の先端部分が液相に
あるか気相にあるかを検知することとしている。
【００３１】
　また、本実施例における前記検出部４は、その先端部を球状に形成しており、これによ
り、容器内の薬液残量が減っていき、薬液の液面が検出部４よりも下方になるときに、薬
液が検出部４の先端に残ってしまうことを防止することが可能である。
【００３２】
　なお、本実施例において前記測温抵抗体５としては、Ｐｔ１０００を用いているが、こ
の測温抵抗体の種類は特に限定されない。
【００３３】
　次に、図において７は取付部である。即ち、液面レベルセンサー１は薬液容器内に装挿
されて使用されるが、このとき、本実施例では、取付部７によって、保護管３ａ、３ｂを
薬液容器内に配設することとしている。
【００３４】
　即ち、本実施例における前記取付部７は、一端側において、前記保護管２の基端部が連
結されており、使用に際しては、保護管２を連結した面を薬液容器側に向けて、薬液容器
の上面に形成したポートに連結される。
【００３５】
　また、前記取付部７の他端側にはチューブ８が連設されており、このチューブ８は、そ
の内部に、前記測温抵抗体５に接続された前記リード線６が装挿されている。
【００３６】
　そして、前記チューブ８の基端側にはコネクタ１０が備えられており、このコネクタ１
０を装置側のコネクタに連結することで、リード線６を、図示しない制御部に接続して、
制御部の制御により、前記リード線６を介して、前記測温抵抗体５に電流を流すこととし
ている。
【００３７】
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　従って、前記取付部７を薬液容器の上面に取り付けることで、前記保護管２がそれぞれ
、薬液容器内に装挿され、これにより、保護管２内の測温抵抗体５に電流を流すことで、
薬液容器内の薬液残量を検知することが可能となる。
【００３８】
　次に、図において９は、前記保護管２の損傷等を防止するための補強部材である。即ち
、本実施例の液面レベルセンサー１では、従来の液面レベルセンサーにおける補強板と同
様に、容器に振動が加わった際に保護管２が損傷することを防止するための補強部材を備
えている。
【００３９】
　そして、本実施例における前記補強部材９は、正面形状を四角形状の枠体とした無端の
ベルト状としており、この補強部材９の内周側に四隅部分に前記４本の保護管２を固定し
ている。
【００４０】
　ここで、図３は、前記補強部材９と前記保護管２との関係を説明するための図であり、
正面側から見た状態を示している。そして、前記補強部材９は、図１にも示されているよ
うに、前記保護管２における保護管本体３の先端側近傍に備えられており、補強部材９の
内壁と前記保護管本体３の外周部分が当接するようにして、補強部材９の内周側の四隅部
分に前記保護管２を配設している。
【００４１】
　そして更に、この状態で、保護管本体３の外周部分と前記補強部材９の内壁における当
接部分を、溶接により固着している。
【００４２】
　そのために、本実施例の液面レベルセンサー１では、保護管の外径よりも大きい内径の
円形凹部を保護管と同数だけ形成して、この円形凹部の外縁に保護管を溶接する方法と異
なり、補強部材の加工が容易で、コストを抑えることも可能である。
【００４３】
　また、このとき、本実施例において前記補強部材９は、図３からも明らかなように、内
周側の四隅部分を円弧状に湾曲させているとともに、その湾曲形状を、前記保護管本体３
の外周の円弧形状に沿った形状にしている。
【００４４】
　そのために、本実施例によれば、保護管本体３の外周と補強部材９の内周側の四隅部分
との間にスペースができてしまうことを防止することができ、保護管２を強固に補強部材
９に固定し、保護管２の損傷を防止することが可能である。
【００４５】
　なお、前述したように、前記保護管本体３及び検出部４はいずれもステンレス製として
いるが、必ずしもステンレス製にする必要はない。また、本実施例において前記補強板９
もまたステンレス製としたが、この補強部材９の材質も特にステンレスには限定されない
。
【００４６】
　次に、このように構成される本実施例の液面レベルセンサー１の作用について図４を参
照して説明すると、図４は本実施例の液面レベルセンサー１を取り付けた状態の薬液容器
の一部断面図であり、図４において１１は薬液容器であり、また１２は薬液容器１１内の
薬液であり、更に１３は薬液の液面である。
【００４７】
　そして、前記薬液容器１１の上面には、前記取付部７が取り付けられており、これによ
り、薬液容器１１内には前記保護管２が配設されている。
【００４８】
　また、前述したように、前記取付部７には、前記保護管２内に装挿された測温抵抗体５
に接続されたリード線６が装挿されているチューブ８が連結されており、このチューブ８
は前述したように、コネクタを介して制御部に接続され、制御部を介して、前記測温抵抗
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体５に電流を流すことを可能としている。
【００４９】
　そして、図４の状態において、前記２対の保護管２のそれぞれについて、一方の測温抵
抗体には比較的大きな電流を流し、他方の測温抵抗体には微小な電流を流すとともに、測
温抵抗体の抵抗値を測定して、大きな電流を流した一方の測温抵抗体の電圧出力と、微小
な電流を流した他方の測温抵抗体の電圧出力との差分を比較する。
【００５０】
　そうすると、差分が小さいときは測温抵抗体５は液面１３よりも下方で、差分が大きい
場合には測温抵抗体５は液面１３よりも上方にある、と判断することができる。
【００５１】
　このように、本実施例の液面レベルセンサー１を用いることにより、測温抵抗体に電流
を供給することで、容器内の液体の液面レベルを知ることができる。
【００５２】
　そしてそのとき、本実施例の液面レベルセンサー１では、正面形状を四角形状とした無
端のベルト状とした補強部材９を用いており、この補強部材９の内壁と前記保護管本体３
ａ、３ｂの外周部分が当接するようにして、補強部材９の内周側の四隅部分に前記保護管
２を配設するとともに、この状態で、保護管本体３ａ、３ｂの外周部分と前記補強部材９
の内壁を、溶接により固着しているため、保護管の外径よりも大きい内径の円形凹部を保
護管と同数だけ形成してこの円形凹部の外縁に保護管を溶接する方法と異なり、補強部材
の加工が容易で、コストを抑えることも可能である。
【００５３】
　また、本実施例において前記補強部材９は、内周側の四隅部分を円弧状に湾曲させてい
るとともに、その湾曲形状を、前記保護管本体３ａ、３ｂの外周形状に沿った形状にして
いるため、保護管本体３ａ、３ｂの外周と補強部材９の内周側の四隅部分との間にスペー
スができてしまうことを防止することができ、保護管２を強固に補強部材９に固定し、保
護管２の損傷を防止することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明によれば、コストを上げること無く、保護管を長くした場合でも振動による保護
管の損傷を防止可能であるため、保護管の内部に測温抵抗体を配設した液面レベルセンサ
ーの全般に適用可能である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　液面レベルセンサー
　２　　保護管
　３ａ、３ｂ　　保護管本体
　４　　検出部
　５　　測温抵抗体
　６　　リード線
　７　　取付部
　８　　チューブ
　９　　補強部材
１１　　薬液容器
１２　　薬液
１３　　液面
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